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適用する水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間

A水準 原則（一般労働者と同程度） 960時間

特例
水準

B水準 地域医療の確保のため 1,860時間

連携B
水準

地域医療の確保のため、他院に派遣す
る医師の労働時間を通算すると長時間
労働となるため

通算で1,860時間

(各院では960時間)

C-1水準 臨床研修・専門研修医の研修のため 1,860時間

C-2水準 長時間修練が必要な技能の習得のため 1,860時間

 勤務医の時間外・休日労働の上限規制

指定時期/指定水準 B 連携B C-1 C-2 機関数

R5 第１回指定
【R6.4.1~R9.3.31】

1 1 ２

R5 第２回指定
【R6.4.1~R9.3.31】

31 21 11 1 40

R5 第３回指定
【R6.4.1~R9.3.31】

5 4 5

R6 第１回指定
【R6.10.1~R9.9.30】

2 2

R6 第２回指定
【R7.4.1~R10.3.31】

1 1 1

合計 40 23 15 1 50

 現在の指定状況 ※令和7年度は新規の指定なし

医療機関

◼勤務医が長時間労働となる機関は、医師労働時間短縮計画を作成

◼健康確保措置（面接指導、連続勤務制限、勤務間インターバル規制等）の実施等

都道府県

◼地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用

する医療機関（特定労務管理対象機関）を知事が指定

◼指定にあたっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴取

指定有効期間別の医療機関数

令和6年4月1日  ～  令和9年3月31日 47 機関

→令和8年度に指定更新手続きが必要な医療機関

令和6年10月1日～  令和9年9月30日   2 機関

令和7年4月1日  ～  令和10年3月31日 1 機関



 指定更新手続き（予定）

（指定有効期間が令和9年3月31日までの機関）

特定労務管理対象機関の指定状況と更新予定について

第1回

第2回

⚫ 受付期間

令和8年7月1日（水）～ 9月30日（水）

⚫ 対象

令和8年9月までに評価センターの受審を終えた機関

 指定更新にかかる評価センターへの受審予約月の内訳
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10 機関

受審前

32 機関

※指定更新なし（グラフ外） ７ 機関
⚫ 受付期間

令和8年11月2日（月）～ 1月29日（金）

⚫ 対象

令和9年1月までに評価センターの受審を終えた機関

【参考】受審予約月から結果通知までの流れ（評価センターHPより）

→令和8年11月予定の医療審議会で意見聴取

→令和9年3月予定の医療審議会で意見聴取

（指定有効期間が令和9年9月30日までの機関）

⚫ 受付期間（予定）

令和9年5月6日（木）～ 6月30日（水）
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